
○
著
作
権
等
管
理
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
文
部
科
学
省
令
第
七
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
が
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
変
更
届
出
書
等
）

（
変
更
届
出
書
等
）

第
八
条

著
作
権
等
管
理
事
業
者
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

第
八
条

著
作
権
等
管
理
事
業
者
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
変
更
届
出
書
を
提
出

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
変
更
届
出
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

２

前
項
の
変
更
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号

２

前
項
の
変
更
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事

に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅

滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

名
称
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記

一

名
称
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記

事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二

役
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
四
条

二

役
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

新
た
に
役
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
第
四
条

第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項

第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項

を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
法
第
六
条
第

を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
法
第
六
条
第

一
項
第
五
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

一
項
第
五
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

三

事
業
所
の
設
置
、
名
称
若
し
く
は
所
在
地
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
た
場
合

三

事
業
所
の
設
置
、
名
称
若
し
く
は
所
在
地
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ

る
書
面

る
書
面



（
利
用
者
又
は
そ
の
団
体
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
よ
う
に
努
め
た
こ
と
を
疎
明

（
利
用
者
又
は
そ
の
団
体
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
よ
う
に
努
め
た
こ
と
を
疎
明

す
る
書
面
）

す
る
書
面
）

第
十
四
条

著
作
権
等
管
理
事
業
者
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
使
用
料
規
程
の

第
十
四
条

著
作
権
等
管
理
事
業
者
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
使
用
料
規
程
の

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
、
同
条
第
二

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
又
は
そ

項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
又
は
そ
の
団
体
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
よ
う
に
努
め

の
団
体
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
よ
う
に
努
め
た
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
を
提
出

た
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

意
見
聴
取
の
年
月
日

二

意
見
聴
取
の
相
手
方
で
あ
る
利
用
者
の
氏
名
又
は
そ
の
団
体
の
名
称

三

意
見
聴
取
の
方
法

四

聴
取
し
た
意
見
の
内
容

五

前
号
の
意
見
を
反
映
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
使
用
料
規
程
の
該
当
箇
所

六

届
出
前
の
使
用
料
規
程
を
公
表
し
た
か
否
か
の
別
（
公
表
し
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
公
表
の
年
月
日
及
び
方
法
を
含
む
。
）

（
財
務
諸
表
等
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
）

（
財
務
諸
表
等
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
）

第
十
九
条

法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
は

第
十
九
条

法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

貸
借
対
照
表

一

貸
借
対
照
表

二

事
業
報
告
書

二

事
業
報
告
書

三

損
益
計
算
書
又
は
収
支
計
算
書

三

損
益
計
算
書
又
は
収
支
計
算
書

四

使
用
料
規
程
に
お
け
る
利
用
区
分
ご
と
の
収
受
し
た
使
用
料
の
総
額
及
び

分
配
し
た
使
用
料
の
総
額
を
記
載
し
た
書
類


